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05.1.1 片袖デスクほかの購入

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
安東　修一郎
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.2.9
株式会社タグチ
滋賀県大津市富士見台
１４－１５

5160001001167
予算決算及び会計令第９９条第３号の規定により予
定価格が少額であるため。

1,548,903 913,990 59.01% - 所見なし

05.1.2 新システム用複合機の消耗品の購入

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
安東　修一郎
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.2.9

富士フィルムビジネスイ
ノベーションジャパン株
式会社
滋賀県大津市逢坂１－
１ー１

1011101015050
本製品はFUJIFILM製の複合機に係る消耗品であ
り、一般的に市場に出回っているものでもなく、本省
指定の事業所からのみ購入できるものであるため。

1,508,536 1,386,231 91.89% - 所見なし

05.1.3
新システム用トナーカートリッジほかの
購入

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
安東　修一郎
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.2.15
プラスエー株式会社
滋賀県草津市追分５丁
目４－１１

2160001013124
予算決算及び会計令第９９条第３号の規定により予
定価格が少額であるため。

1,459,601 1,222,540 83.76% - 所見なし

05.1.4 ハローワークガイドの印刷

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
安東　修一郎
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.2.15

ニホン美術印刷株式会
社
岐阜県大垣市西外側町
２－１５

1200001014110
予算決算及び会計令第９９条第３号の規定により予
定価格が少額であるため。

1,037,300 766,700 73.91% - 所見なし

05.1.5 タブレット端末の購入

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
安東　修一郎
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.3.15
株式会社堀通信
京都府福知山市字天田
３９１番地の乙

9130001041286
予算決算及び会計令第９９条第３号の規定により予
定価格が少額であるため。

1,599,290 1,439,460 90.01% - 所見なし

05.2.1
令和５年度滋賀労働局が所有・管理す
る官用車にかかる車検等点検整備業務
委託

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
湖南石油株式会社
滋賀県守山市勝部２丁
目４番６号

3160001015284

一般競争入札（再度入札含む）を実施したが有効な
入札者がなかったため。
予算決算及び会計令第９９条の２
予算決算及び会計令第１０２条の４第７号

1,656,931 1,250,920 75.50% - 所見なし

05.2.2 令和５年度ガソリン購入に係る単価契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀石油株式会社
滋賀県大津市竜が丘１
－１２

7160001001009

一般競争入札（再度入札含む）を実施したが有効な
入札者がなかったため。
予算決算及び会計令第９９条の２
予算決算及び会計令第１０２条の４第７号

1,739,055 1,658,998 95.40% - 所見なし

05.2.3
人事給与システムの支援システム等の
ソフトウェアサポート及び使用

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

コンピュータ・システム株
式会社
京都府京都市上京区笹
屋町千本西入笹屋４丁
目２７３番３

5130001002985

当該システムのプログラム使用許諾権は開発業者
に帰属し、ソフトウェアの所有権、著作権も当該業者
に帰属していることから、保守部分のみを他業者が
行うことは不可能なため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

1,478,400 1,478,400 100.00% - 所見なし

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　契約の相手方が独立行政法人となったものにあっては、「独法」

　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないものにあっては、「１者」。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和５年１月１日～令和５年６月３０日契約分 滋賀労働局
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05.2.4
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（大津地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

特定非営利活動法人お
おつ「障害者の生活と労
働」協議会
滋賀県大津市京町三丁
目５番１２号

9160005002208

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域(甲賀地域）において本
事業の受託者として滋賀県知事に推薦された唯一
の業者であるため、競争による契約相手方の選定
を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

31,973,439 31,973,202 100.00% - 所見なし

05.2.5
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（湖西地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
社会福祉法人ゆたか会
滋賀県高島市今津町南
新保８７－１５

1160005007511

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（湖東地域）において
本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された唯
一の業者であるため、競争による契約相手方の選
定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

20,657,059 20,655,433 99.99% - 所見なし

05.2.6
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（湖北地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
社会福祉法人湖北会
滋賀県長浜市富田町４３
１番地５

9160005003437 

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（大津地域）において
本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された唯
一の業者であるため、競争による契約相手方の選
定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

32,331,500 32,331,467 100.00% - 所見なし

05.2.7
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（湖東地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

社会福祉法人ひかり福
祉会
滋賀県長浜市鳥羽上町
６８番１

3160005004960

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（湖西地域）において
本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された唯
一の業者であるため、競争による契約相手方の選
定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

25,700,525 25,700,224 100.00% - 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付しています。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　契約の相手方が独立行政法人となったものにあっては、「独法」

　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないものにあっては、「１者」。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。
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05.2.8
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（東近江地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

社会福祉法人わたむき
の里福祉会
滋賀県蒲生郡日野町上
野田８０５

5160005006393 

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（湖南地域）において
本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された唯
一の業者であるため、競争による契約相手方の選
定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

32,250,528 32,248,411 99.99% - 所見なし

05.2.9
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（甲賀地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
社会福祉法人しがらき会
滋賀県甲賀市信楽町神
山５３４－８

3160005002469

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（東近江地域）におい
て本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された
唯一の業者であるため、競争による契約相手方の
選定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

21,122,836 21,122,107 100.00% - 所見なし

05.2.10
障害者就業・生活支援センター事業（雇
用安定等事業）（湖南地域）

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

社会福祉法人あすこ
みっと
滋賀県草津市大路二丁
目１１－１５

2160005008772

障害者の身近な地域で就業および生活の一体的な
支援を行う本事業の実施主体については、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」第３３条の規定によ
り都道府県知事が障害者の職業の安定を図ること
を目的として設立された法人を指定することとされて
いる。　本業者はをこれらの業務を行う者として指定
された団体であり、当該地域（東近江地域）におい
て本事業の受託者として滋賀県知事に推薦された
唯一の業者であるため、競争による契約相手方の
選定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

39,689,917 39,689,821 100.00% - 所見なし

05.2.11 令和５年度医療労務管理支援事業

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

一般社団法人滋賀県病
院協会
滋賀県大津市京町四丁
目３－２８滋賀県厚生会
館３Ｆ

2160005000110 

県が設置・運営を委託した医療関係団体等におい
て本事業を実施することにより事業目的が達成され
るものであるという契約の性質が競争を許すもので
はないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

9,799,674 9,799,644 100.00% -
4/28変更契
約9,799,317

所見なし

05.2.12
令和５年度高齢者活躍人材確保育成事
業

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

公益社団法人滋賀県シ
ルバー人材センター連合
会
滋賀県大津市逢坂１丁
目１番１号

8160005003181 

シルバー派遣就業の担い手を確保すべく、シル
バー人材センターの会員等に対し、派遣就業に必
要な知識及び技能を付与することを行う本事業の
実施主体については、「高年齢者雇用安定法」第４
２条第１項第３号の規定により都道府県知事がシル
バー人材センターを指定することとされている。　本
業者はこれらの業務を行う者として指定された団体
であり、県内において本事業の受託者として滋賀県
知事に指定された唯一の業者であるため、競争によ
る契約相手方の選定を許さない。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

29,442,000 29,442,000 100.00% - 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付しています。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　契約の相手方が独立行政法人となったものにあっては、「独法」

　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないものにあっては、「１者」。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名
監視委
員会整

理
番号

審査会
整理
番号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名

並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした理由（企画競争又は公募）

及び会計法令の根拠条文
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和５年１月１日～令和５年６月３０日契約分 滋賀労働局

05.2.13
長浜公共職業安定所外4件土地・建物
借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀県
滋賀県大津市京町１番１
号

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

7,598,940 7,598,940 100.00% - 所見なし

05.2.14
長浜公共職業安定所来所者用駐車場
土地借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀県
滋賀県大津市京町１番１
号

庁舎駐車場が狭隘であることから近辺に土地を確
保するにあたり、本件の他に利便性を満たす物件
がなく、前年度に引き続き土地を利用するものであ
ることから契約の性質が競争を許すものではないた
め。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

1,255,120 1,255,120 100.00% - 所見なし

05.2.15
シニアジョブステーション滋賀建物賃貸
借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀交通株式会社
滋賀県甲賀市甲南町寺
庄３９５－２

4160001005433 

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

3,842,568 3,842,568 100.00% - 所見なし

05.2.16
滋賀新卒応援ハローワーク建物借契
約・共益費

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
行岡有限会社
滋賀県草津市渋川一丁
目４番４号

6160002012492

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

4,240,896 4,240,896 100.00% - 所見なし

05.2.17
ハローワークプラザ近江八幡建物借契
約・共益費

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
株式会社久木野工務店
滋賀県大津市月輪１丁
目５番１号

6160001000622 

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

3,431,952 3,431,952 100.00% - 所見なし

05.2.18
東近江公共職業安定所来所者用駐車
場土地借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
個人
滋賀県東近江市

庁舎駐車場が狭隘であることから近辺に土地を確
保するにあたり、本件の他に利便性を満たす物件
がなく、前年度に引き続き土地を利用するものであ
ることから契約の性質が競争を許すものではないた
め。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

2,700,000 2,700,000 100.00% - 所見なし

05.2.19
甲賀公共職業安定所来庁者用駐車場
土地借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

宗教法人家松山　大徳
寺
滋賀県甲賀市水口町本
町三丁目３－４６

6160005002739 

庁舎駐車場が狭隘であることから近辺に土地を確
保するにあたり、本件の他に利便性を満たす物件
がなく、前年度に引き続き土地を利用するものであ
ることから契約の性質が競争を許すものではないた
め。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

1,800,000 1,800,000 100.00% - 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付しています。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　契約の相手方が独立行政法人となったものにあっては、「独法」

　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないものにあっては、「１者」。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名
監視委
員会整

理
番号

審査会
整理
番号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名

並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした理由（企画競争又は公募）

及び会計法令の根拠条文
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備考

公共調達審査会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会
審議結果状況（所見）

公共調達監視委員会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和５年１月１日～令和５年６月３０日契約分 滋賀労働局

05.2.20
草津公共職業安定所来所者用駐車場
土地借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
個人
滋賀県草津市

庁舎駐車場が狭隘であることから近辺に土地を確
保するにあたり、本件の他に利便性を満たす物件
がなく、前年度に引き続き土地を利用するものであ
ることから契約の性質が競争を許すものではないた
め。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

5,200,000 5,200,000 100.00% - 所見なし

05.2.21
滋賀マザーズジョブステーション・草津駅
前建物借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
株式会社アセンティア
大阪府堺市北区長曽根
町１９３６番地１－１４０５

7120101022833

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

3,723,828 3,723,828 100.00% - 所見なし

05.2.22
滋賀労働総合庁舎来庁者駐車場賃貸
借契約

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

公益財団法人びわ湖芸
術文化財団
滋賀県大津市打出浜１５
番１号

2160005003179

庁舎が狭隘であることから庁舎近辺に公務実施の
ための施設を確保する必要があるが、本件の他に
利便性を満たす物件がなく、前年度に引き続き建物
を利用するものであることから契約の性質が競争を
許すものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

2,700,000 2,700,000 100.00% - 所見なし

05.2.23
休業支援金・給付金集中処理センターに
かかる建物賃貸借

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀県共済協同組合
滋賀県大津市打出浜２
－９

9160005000269

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

2,590,000 2,590,000 100.00% - 所見なし

05.2.24
滋賀労働局雇用調整助成金等業務処
理にかかる建物賃貸借

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

びわこ総合サービス株
式会社
滋賀県大津市中央４－５
－４

8160001001701

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

3,622,850 3,622,850 100.00% - 所見なし

05.2.25
滋賀労働局共用会議室にかかる建物賃
貸借

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3
滋賀県板金工業組合
滋賀県大津市打出浜１３
－３９

5160005000413

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

1,386,000 1,386,000 100.00% - 所見なし

05.2.26
滋賀労働局雇用保険電子申請事務セン
ターにかかる建物賃借料

支出負担行為担当官
滋賀労働局総務部長
塩田　恵次
滋賀県大津市打出浜１４番１５
号

R5.4.3

一般社団法人滋賀県建
設業協会
滋賀県大津市におの浜
１丁目１番１８号

6160005000057

公務実施のため施設が必要であり、国民への施設
の利用案内等の広報を行っていること、移転等の経
費が膨大なものと推測できること等から、前年度に
引き続き建物を利用することが最も効率的・合理的
であることは明白であり、契約の性質が競争を許す
ものではないため。
会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

2,313,432 2,313,432 100.00% - 所見なし

※　備考欄には、以下の①から⑤に該当する場合には、当該符号を付しています。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　契約の相手方が独立行政法人となったものにあっては、「独法」

　③　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が1者しかいないものにあっては、「１者」。

　④　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　⑤　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。


